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※審議資料１

河川管理者提供資料



平成１７年度事業進捗の点検項目選定表（淀川部会）

通し
番号

大項目
整備内容
シート番号

事  業  名 関連部会名
資料

ページ

1 河川レンジャー 計画-1-1 河川レンジャー
琵琶湖、木津
上、猪名川、住
民参加

1

10
河川環境事業（横断方
向の河川形状の修復）

環境-2-2
横断方向の河川形状の修復を実施（楠葉
地区）

5

38
河川環境事業（水位操
作の検討）

環境-5-1 水位操作の試行を実施（淀川大堰上流） 10

92 治水-1-1-1 水害に強い地域づくり協議会 住民参加 16

96 治水-1-2-1 自分で守る（情報伝達、避難体制整備） 住民参加 20

100 治水-1-3-1
みんなで守る（水防活動、河川管理施設
の運用）

住民参加 23

104 治水-1-4-1 地域で守る（街づくり、地域整備） 住民参加 24

116 治水-3-1 堤防補強（淀川） 25

117 治水-3-2 堤防補強（宇治川） 31

118 治水-3-3 堤防補強（桂川） 32

119 治水-3-4 堤防補強（木津川） 33

138 治水-8-1 阪神西大阪線淀川橋梁改築事業（再掲） 35

139 治水-8-2
陸閘操作時間の短縮化の実施（淀川大
橋）

39

140 治水-8-3
高潮対策事業（右岸0.6k-0.8kの高潮対
策）

40

149 治水-11-1 津波のソフト対策 猪名川 41

150 治水-11-2 淀川大堰津波対策（淀川大堰） 46

176 利用-3-3 淀川舟運低水路整備検討 47

177 利用-3-4
淀川大堰閘門設置検討（北区、東淀川区
（再掲））

49

178 利用-3-5 毛馬閘門運用手法検討（北区、東淀川区） 49

179 利用-3-6 船舶航行環境影響検討 52

利用関係事業（舟運）

治水事業〔洪水対策〕

治水事業〔堤防補強〕

治水事業〔高潮対策〕

治水事業〔津波対策〕
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住民の参加等による新しい河川管理の推進が求められている。

今後の河川整備計画の推進にあたっては、計画の検討段階から学
識経験者、住民・住民団体との連携を積極的に行っていく。その際、双
方はお互いの責任、役割分担等を常に確認する。また、合意形成を目
指して、それらの組織を活かした公正な仕組みを検討するとともに、異
なった主体間の意思形成を有効に図るためには、問題が生じた時だ
けでなく、日常的な信頼関係を築くことが重要である。その際、行政と
住民の間に介在してコーディネイトする主体（河川レンジャー（仮称））
の役割も期待される。

現状の課題

河川整備の方針

計画－１－１河川レンジャー

河川レンジャー（淀川）

淀川部会からの意見
淀川河川事務所が平成15年9月に宇治川周辺河川レンジャー検討懇談会を設置し、「河川レン

ジャー」実現に鋭意取り組まれたことを高く評価する。懇談会の委員の意見をもとに、現場での活
動から得られた成果をフィードバックしつつ「淀川管内河川レンジャー（試行）運営要領（案）が」作
られた。同案には河川レンジャーの役割、構成、活動範囲、任命基準、活動内容、定員、任期、報
酬、事故発生時の責任、この制度を円滑に整合性をもって運営するためのつぎのような仕組みな
どが提案された。

（１）淀川管内河川レンジャー検討懇談会～管内各河川の河川レンンジャー運営会議からのから
の報告・提案を受け提言を行う公開の諮問機関。

（２）河川レンジャー運営会議～管内各河川における河川レンンジャーの運営のための討議、意思
決定の場。

（３）河川レンジャー会議～管内各河川の河川レンンジャーの情報交換、意見交換の場。

また、管内各出張所に順次河川レンジャーを設置して行くためのスケジュールについても言及さ
れ、実現に向けた具体案を示したことは適切である。

これらの試行は、河川レンジャーの実現に向けて着手したばかりの現時点で考えられる大方の
ことを想定しており、いずれも評価できる。しかし、今後の河川整備や河川管理に関して、住民と行
政の間に介在し、両者の考え方や立場をよく理解してコーディネーター（調整者・仲介者・対話促進
リーダーなど）の役割を担うとともに、河川に関する知識や情報の伝達、普及を図り、さらに不法投
棄・河川利用・水難防止・災害による被害の回避・軽減など広い範疇の役割を担う河川レンジャー
を地域に根付かせるためには、次に挙げるような、乗り越えるべき多くの課題が存在する。

計画－１－１河川レンジャー
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現状の課題

• これまでの河川整備により構築してきた堤防や高水敷、単純な
形状の低水路等によって、河川形状が横断方向（水域～高水
敷・堤防～河川区域外）に連続性が分断されているところがあ
る。

河川整備の方針

• 横断方向において、堤防の緩傾斜化や高水敷から水辺への形
状をなだらかにするための高水敷の切り下げや生物の生息・生
育環境に大切な水陸移行帯等、良好な水辺の保全・再生を図る
ため、水際の改善を行う。湖と河川や陸域との移行帯について
もなだらかな連続的移行を目指す。

横断方向の河川形状の修復（楠葉地区）

環境－２－２横断方向の河川形状の修復を実施（楠葉地区）

委員会等からの意見

• ワンド内にゴミや外来種の水草が入らないように工夫する。

• 水制工の高さ、開口部の位置・方向について十分検討する。

• 生態関係の学術経験者の指導を受ける。

事業の実施に際しては、下記事項に配慮する必要がある。

横断方向の河川形状の修復を実施（楠葉地区） 環境－２－２
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現状の課題

• 淀川大堰上流部における水域では、平常時水位が高めに安
定していることが、ワンドや水辺の浅瀬の面積を減少させ、ま
たワンドと本流との水の交換の減少を招き、ワンド内の水質悪
化や底質悪化の原因の一つにもなっている。

河川整備の方針

• 堰の水位操作の見直しに際しては、生物及び生物の生息生育
環境の調査を実施し、問題点等実態を把握の上、試験操作を行
いながら、モニタリング及び評価を実施する。

水位操作の検討(淀川大堰)

環境－５－１水位操作の試行を実施（淀川大堰上流）

委員会等からの意見

• 本調査は今後も継続して実施する必要がある。しかし、これらのワ
ンド内の水環境は水位の操作のみで保たれるのではなく、それぞ
れの水位に伴う流れ－攪乱－がないと保たれないのではないかと
いう懸念がある。水が滞留すると、ほぼ、数年で陸化して植生の侵
入が始まること、水質や底質の改善効果が逆行し元の状態に戻る
ことが認められている。この点で、新たな項目として、水位の操作
とともに定期的な流れを起こさせることを提案したい。

• また、環境のモニタリングは操作時のみではなく、各季節を通じて
実施して、産卵行動につづく稚魚の確認にまで継続させるべきで
ある。

• イタセンパラの増殖に不可欠なイシガイ・ドブガイなどの二枚貝の
消長をも併せて追跡すべきである。

水位操作の試行を実施（淀川大堰上流） 環境－５－１
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・ハザードマップの認識は低い。

→配った直後でも半数の人は手元に持っていない。

・情報を求めるのは「テレビ、ラジオ」から

避難を決断するのは「広報車の呼びかけ」から

→現実には風雨で「聞こえていない」など有効に機能

できないのが実情

・避難の方法：お年寄りや幼児がいたら・・半数は「車」

→水害時には車の避難は渋滞を起こす上に、

大変危険である。（車は水に弱い）

アンケート調査結果（トピックス）①

治水－１－１－１水害に強い地域づくり協議会

・広報車で避難の呼びかけに・・・

「直ちに逃げる」約６０％ 「避難準備をする」約２０％

→台風２３号時の豊岡市の避難率は約９％であり、

避難勧告を出しても住民に「逃げる」意識がないと

実際の避難に繋がらない。

・また「避難所を知らない」回答も約４０％ある。

→避難所を知らない人はどこに逃げるのだろうか？

アンケート調査結果（トピックス）②

治水－１－１－１水害に強い地域づくり協議会
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現在の堤防は必ずしも防災構造物としての安全性につ
いて十分な信頼性を有しているとはいえない。破堤によ
る被害ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙは現在においても増大し続けており、破
堤すれば、人命が失われ、家屋等が破壊され、ﾗｲﾌﾗｲﾝ
が途絶する等、ﾀﾞﾒｰｼﾞを受けることとなる。

現 状 の 課 題

治水事業（堤防補強）

治水－３（概要）堤防補強

堤防によって多くの生命と資産が守られている現状に
おいて、洪水に地域で取り組む対策（ソフト施策を含む）
を進めるとともに、既存の堤防の強化を緊急的に実施す
る。

堤防補強
高規格堤防の整備区間及びその他の区間において緊

急な対策が必要な区間においては、堤防補強を実施す
る。併せて、対策効果のモニタリングを実施する。

実施の優先度は、破堤した時の背後地への被害影響、
堤防危険度を考慮して、緊急堤防補強区間を設定し優先
的に実施する。

河 川 整 備 の 方 針

治水－３（概要）堤防補強





















35

大阪湾に注ぐ淀川の下流部の堤防は、昭和36年の第２室戸台

風の高潮で大きな被害を受けたのを契機に実施された高潮対策
などによって、積み重ねられた構造となっており、その高さは、伊
勢湾台風規模の台風が満潮時に最悪コースで接近した場合の想
定高潮高さで整備されてきた。

一部の橋梁横断部では所定の堤防高さを有しておらず、中には
高潮時には陸閘によって浸水を防ぐことを余儀なくされた橋もあり、
陸閘操作時には、鉄道及び幹線道路が遮断されることから、社会
経済上大きな影響を与えている。

現状の課題

治水事業（高潮対策）

治水－８（概要）高潮対策

陸閘操作時間の短縮化の実施は概ね適切である。
陸閘については、解消が望まれるが、当面の課題として「迅速な

対応」とともに「閉鎖時期及び閉鎖解除時期」についても改善が必
要である。

委員会等からの意見（基礎原案に対する意見）

高潮対策のため陸閘が設置されている橋梁の嵩上げは、早期の
実施が望ましく、現在阪神電鉄西大阪線淀川橋梁の改築について
設計や、関係機関と協議調整を行っているところであるが、橋梁取り
付け部の整備と周辺の土地利用との調整に多大な時間とコストが必
要であり、河川整備との優先度を十分に判断し、実施する。
高潮来襲時の陸閘等の迅速な操作・開閉時間の短縮化を可能とす

るため、施設の改良と情報伝達の強化を実施する。
高潮区間において、計画堤防高（基本断面形状）が確保されてい

ない箇所については、随時、築堤・特殊堤・消波ブロック等を整備し
ていく。

河川整備の方針
治水－８（概要）高潮対策






































